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１ はじめに 

「寝屋川市みんなのまち基本条例」（以下「条例」といいます｡)は、

市民がまちづくりの主役であることを基本として、地域の力を結集し、

みんなが誇れる住みよいまちを「協創」していくために、市民検討委員

会を始めとした多くの市民参画による検討が進められ、平成 20 年４月に

施行されました。 

条例の施行から概ね 15 年が経過し、この間、人口減少や少子高齢化の

進行を始め、デジタル技術やグローバル化の進展といった社会情勢の変

化に加え、本市は平成 31 年４月に中核市へと移行するなど、市を取り巻

く環境は大きく変化しています。また、新型コロナウイルス感染症の拡

大は、人々のライフスタイルや価値観を大きく変えることとなり、自治

やまちづくりの在り方にも大きな影響を与えています。  

こうした時代の変化等に適切に対応し、条例をより良いものにしてい

くため、第 27 条に「条例の検証」の項目を設けており、５年を超えない

期間ごとに、条例の趣旨にのっとって検証を行うことを定めています。

令和４年度は、前回平成 29 年度の検証から５年目となることから、本委

員会は７月に１回目の会議を開催して以降、全７回の会議を開催し、市

民・議会・行政のそれぞれの立場から条例の検証を行い、議論を重ね、

その結果を本提言書として取りまとめました。  

検証委員会での議論を含め本提言書の内容が、「みんなが誇れる住み

よいまち」の実現に役立てられることを期待するとともに、市民、議会、

行政の協働によるまちづくりをより一層推進され、寝屋川市の更なる発

展につながることを願います。  

寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会 
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２ 検証の考え方 

みんなのまち基本条例を検証するに当たって、以下の４つの視点に基

づき、検証を行いました。  

⑴ 社会情勢に適合しているか  

人口減少・少子高齢化の進行、国際情勢の変化と景気動向の不確実

性、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う社会変革など、本市を取

り巻く環境の変化や国の法律の制定改廃などを踏まえ、条例に規定さ

れている事項や内容が現在の社会情勢に適合しているか、また、新た

な事項や内容を追加する必要がないか、といった視点で検証 

⑵ 形骸化していないか  

条例制定時の意義や内容が失われ、時代の変化とともに中身のない

形だけのものになっていないか、といった視点で検証  

⑶ 本市にふさわしいものであり続けているか  

本市が過去から積み上げ、受け継いできた文化や歴史、地域同士の

つながりなどを踏まえ、条例に規定されている事項や内容が本市にふ

さわしい事項や内容となっているか、また、新たな事項や内容を追加

する必要がないか、といった視点で検証 

⑷ 基本条例としてふさわしい規定となっているか  

本条例の原案は、公募市民等を構成員とする市民検討委員会で作成

したものであることを十分に踏まえ、制定当時の想いを念頭に置きな

がら、自治基本条例としてふさわしいものであるか、といった視点で

検証 
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３ 条例の検証 

検証委員会では、条例の前文及び各条文の内容や現状について確認し、

条例の見直しや逐条解説の充実等の必要性などについて検証を行いまし

た。 

以下、各委員からの主な意見を「見直した方が良い」「現行のとおり

で良い」「その他」に大別して整理するとともに、最終的な検証委員会

としての意見をまとめました。  

⑴ 条文全般の検証 

◆ 「こども」の視点について 

見直した方が良い  

国において、こども家庭庁やこども基本法の設置・運用が予定さ

れており、また、少子高齢化の進行を踏まえ、本条例に「こども」

に焦点を当てた条項を追加してはどうか。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

◆ 「財産管理」について  

見直した方が良い  

公共施設等の老朽化への対応など市有財産の持続可能性を高め

る取組が今後より重要となることに鑑み、本条例に「財産管理」の

事項について追記してはどうか。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

 

本条例は自治基本条例であり、自治の基本的な理念等を総論とし

て定めることが望ましいことから、現行のとおりで良いと考える。 

第 20 条「財政運営」に財産管理の事項も含まれると考えられ

るため、現行のとおりで良いと考える。 
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◆ その他の意見 

○ 各条項の検証に当たっては、４つの視点を検証の基本としつつ、

条例制定時の想いや過去２回の検証時の整理など、これまで積み上

げてきた言葉、文章を十分に尊重して検証を行う必要があるのでは

ないか。 

○ 前回検証（平成 29 年度）以降の平成 31 年４月に本市は中核市へ

移行しており、何が変わり、どういった効果があるかなど、各委員

が情報を共有した上で、条例の検証を行う必要がある。 

⑵ 前文の検証 

現行条文 

寝屋川市は、淀川と市内の中心部を流れる寝屋川の恩恵を受け、豊かな

水と緑の自然環境に包まれ、発展してきたまちです。石宝殿古墳等の文化

財、茨田堤や鉢かづき姫の伝承等、文化と歴史が息づいています。 

人と人とのふれあいを育む温かい人情が受け継がれ、また、互いに支え

合うつながりや活動は根強く、様々な市民活動が広がりを見せています。 

そのような中、人口減少・少子高齢化が進行するなど、社会環境は大

きく変化し、様々な課題に直面しています。また、地方分権の流れの中

で、地域が協働して自ら課題を解決する必要があります。 

市民がまちづくりの主役であることを自覚し、信頼関係をより深める

ことで地域の力を結集して、みんなが誇れる住みよいまちを「協創」し

なければなりません。豊かな文化風土を大切に守り育てつつ、このまち

を愛し、誇りとして次の世代へ引き継いでいかなければなりません。 

私たちは、人類共通の願いである恒久平和と持続的な発展が可能な社

会が広く世界に築かれることを望み、 

人権を尊重し、人のつながりや地域のつながりの強いまち、 

環境に配慮し、安全で安心して誰もが暮らしやすいまち、 

人を豊かに育て、にぎわいと活力のあるまちの実現に努めます。 

私たちは、市民福祉の向上を目指し、互いの個性と能力を発揮すると

ともに、十分な対話のもと市民参画・協働を進め、“みんなのまち”寝

屋川をつくり上げることを決意し、ここに市民、議会及び行政が共有す

る寝屋川市における自治の基本的な理念及び原則としてこの条例を制定

します。 
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◆ 第１段落：記載順序について 

見直した方が良い  

寝屋川市の条例として、「淀川」と「寝屋川」の記載順序を入れ

替え、「寝屋川」の記述を前に持ってきてはどうか。 

現行のとおりで良い  

文章上の流れ（主語が「寝屋川市」であり、直後に「寝屋川」が

続くことを避けている）や川の大きさ等を踏まえたものと考えて良

いのではないか。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

◆ 第３段落：「人口減少」について 

その他  

逐条解説３ページに「少子高齢化の進行に伴い・・・人口減少の

局面に入っています。」とある。本市の人口減少の要因は自然動態

だけではなく、社会動態の影響も大きいことから、逐条解説の記述

を追加してはどうか。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

 
◆ 第３段落：「様々な課題」について 

現行のとおりで良い  

行政の検証報告書の意見１「様々な課題」の記述については、今

後も課題は増えていくことを踏まえ、行政の検証結果どおり現行の

とおりで良いのではないか。 

 

文章の構成や川の大きさ等を踏まえたものであると考えられ

るため、現行のとおりで良いと考える。 

本市が人口減少局面に入った時期は、社会動態の減による影響が

大きく、また、近年は自然動態の減による影響が大きくなっている

ことを踏まえ、社会動態及び自然動態の状況についての記述を追加

するなど、逐条解説の内容を充実することが望ましいと考える。 
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＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

◆ 第３段落：地方分権に関する記述について 

 

 

 

 

◆ 第３段落：文末の表現について 

見直した方が良い  

「地域が協働して自ら課題を解決する必要があります。」とある

が、「地域が協働して課題を解決することで実現していきます。」

など期待や希望を表す表現に変更してはどうか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

◆ 第３段落・第４段落：主語について 

見直した方が良い  

○ 前文における行政・議会の立ち位置を明確にするため、主語とし

て「行政・議会」を加えてはどうか。  

○ 過去の検証委員会においても、前文の主語を明確に記載すべきと

の議論があることから、主語として「私たち」を追記するなど、誤

解を生まない表現にしてはどうか。  

現行のとおりで良い  

前文の主語は「私たち」を基本としており、あえて抽象度を高め

た表現としているということであれば、現行のとおりで良いのでは

ないか。 

今後も様々な課題が生じることに鑑み、現行のとおりで良い

と考える。 

協働による課題解決は極めて重要なことであるが、第３段落

は「条例制定の背景」を記載していること等を考慮し、現行の

とおりで良いと考える。 

 
 

調 整 中  
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＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

◆ 第４段落：「協創」について 

 

 

 

 

◆ 第４段落：文章の構成について 

 

 

 

 

◆ 第４段落：文末の表現について  

見直した方が良い  

前文が決意を述べるものであるならば、その語尾を「しなければ

なりません」ではなく、より希求的な「目指します」などの表現が

適切ではないか。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

 

 

前文の規定の主体は基本的には「私たち」であるため、現行

のとおりで良いと考える。 

第４段落は、目指すべきまちづくりの前提となる「協創」の

必要性を記述しており、条例制定の決意は第６段落（最終段落）

において記述していることから、現行のとおりで良いと考える。 

 

 

調 整 中  

 

 
 

調 整 中  
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◆ 第５段落：文言の整理等について 

見直した方が良い  

「持続的な発展が可能な社会」の文言について、一般的に広く使

用されている「持続可能な社会」と変更してはどうか。  

その他  

「広く世界に築かれることを望み」とあることから、逐条解説に

その趣旨等を追記してはどうか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 第５段落：「地域のつながり」について 

見直した方が良い  

第４段落の「地域の力を結集して」のように、理念条例にふさわ

しい表現として「地域のつながり」の文言を「地域の絆」としては

どうか。 

現行のとおりで良い  

「地域の絆」とすると、「地域内における人とのつながり」を意

ＳＤＧｓの考えが広く認知されるなど、「持続可能な社会」と

いう文言が一般的に使用されていることを踏まえ、以下のとおり

変更することが望ましいと考える。 

また、条文の趣旨を踏まえ、逐条解説の内容を充実することが

望ましいと考える。 

 

【変更案】（前文第５段落） 

＜変更前＞ 

私たちは、人類共通の願いである恒久平和と持続的な発展が

可能な社会が広く世界に築かれることを望み、（略）  

 

 

＜変更後＞ 

私たちは、人類共通の願いである恒久平和と持続可能な社会

が広く世界に築かれることを望み、（略） 
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味するように捉えられる。本文は「地域」同士のつながりを指して

いる文章ではないか。 

その他  

第六次総合計画において、地域の「きずなづくり」という表現

を用いている。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

 

◆ 第５段落：「まちの姿」について 

見直した方が良い  

第５段落に記載の、３つのまちの姿のうち、「環境に配慮し、安

全で安心して誰もが暮らしやすいまち」は、読点の前後の文章がつ

ながらないと感じるので、表現を整理してはどうか。  

現行のとおりで良い  

３つのまちの姿は、条例制定時に市民憲章等を参考に策定され、

こうした表現となったのではないか。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

◆ 第６段落：「市民福祉の向上」について  

 

 

 

 

第六次総合計画において、地域の「きずなづくり」という表現

を用いており、「地域のつながり」を「地域の絆」とすることで

文言の統一につながるものの、本文は「地域」同士のつながりを

指す文章であることを踏まえ、現行のとおりで良いと考える。 

目指すまちの姿については、市民憲章や各都市宣言の内容に

のっとり、本市のまちの姿を記載したものであることから、現

行のとおりで良いと考える。 

 
 

調 整 中  
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◆ 第６段落：「多様性」に関する記述の追記について  

変更した方が良い  

○ 行政の検証報告書の意見２「多様性を認め合い」を追記すること

について、社会情勢等を踏まえ、賛同する。 

○ 多様性理解については、社会全体で深めていくべきであり、「多

様性を認め合い」を追記することに賛同する。  

○ 多様性を認め合うということが市民福祉の向上につながると考

える。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ その他の意見 

第４段落の「豊かな文化風土を大切に守り育て」や、第５段落「恒

久平和」などの記述に関し、市の対応や行動が伴っていなければな

らない。 

今後、多様性を尊重する社会の実現の重要性はより高くなるこ

とが見込まれること等を踏まえ、以下のとおり「多様性を認め合

い」という文章を追記することが望ましいと考える。  

 

【変更案】（前文第６段落） 

＜変更前＞ 

私たちは、市民福祉の向上を目指し、互いの個性と能力を発

揮するとともに、十分な対話のもと市民参画・協働を進め、“み

んなのまち”寝屋川をつくり上げることを決意し、（略）  

 

 

＜変更後＞ 

私たちは、市民福祉の向上を目指し、互いの個性と能力を発

揮するとともに、多様性を認め合い、十分な対話のもと市民参

画・協働を進め、“みんなのまち”寝屋川をつくり上げること

を決意し、（略） 
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第１章 総 則 

⑶ 第１条（目的）の検証 

現行条文 

（目的） 

第１条 この条例は、寝屋川市における自治の基本的な理念及び原則

を定めることにより、市民、議会及び行政が、ともに考え、行動し、

信頼関係を深めながら、みんなが誇れる住みよいまちを実現するこ

とを目的とする。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

⑷ 第２条（定義）の検証 

現行条文 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。  

⑴ 市民 寝屋川市に住み、働き、学び、又は活動する個人、団体及

び事業者をいう。 

⑵ 議会  直接選挙により選ばれた市議会議員により構成される議

決機関をいう。 

⑶ 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委

員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者

並びにそれらの補助機関をいう。  

⑷ まちづくり 公共の福祉を増進するあらゆる取組をいう。  

⑸ 市民活動  市民が主体的に行う様々なつながり及びその活動を

いう。 

⑹ 参画 市民が政策等の立案、実施及び評価に主体的に関わること

をいう。 

４つの視点から検証して、現行のとおりで良いと考える。 



12 

⑺ 協働 市民、行政その他のまちづくりに関わる様々な立場の人が

相互に尊重し合い、それぞれの役割及び責任を分担し、対等な立場

で協力して、ともに活動することをいう。 

 

◆ 第１号：市民について  

見直した方が良い  

市民の定義について、地方創生が進む現状を踏まえ、「関係人口」

の考え方を追加してはどうか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

◆ 第２号：議会について  

見直した方が良い  

議会の定義について、現行の「議決機関」ではなく、審議をした

上で物事を決定するという「議事機関」とする考え方もある。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

◆ 第３号：行政について  

その他  

逐条解説の記述について、条文上に文言がある「行政」及び「補

助機関」に鍵括弧があるが、条文上に文言がない「執行機関」にも

鍵括弧が付いており、内容を整理してはどうか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

今後の状況の進展等を踏まえることとし、現行のとおりで良い

と考える。 

議会については、日本国憲法で定められた「議事機関」と、「議

決機関」としての性格を明確にした地方自治法の規定があり、い

ずれも誤りではなく、制定時からの経緯を踏まえ、現行のとおり

で良いと考える。 

より分かりやすい記述となるよう、逐条解説の記述を整理する

ことが望ましいと考える。 
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◆ 第４号：公共の福祉について  

見直した方が良い  

公共の福祉の定義について、今後は「増進する」ばかりではなく、

持続可能な状態を保つために後退させる場面もあり得ることから、

「公共の福祉に関わるあらゆる取組」としてはどうか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

◆ 第５号：市民活動について  

見直した方が良い  

市民活動の定義について、より具体的で分かりやすくするため、

制定時の推進会議の意見にある「市民が暮らしやすいまちの実現を

めざして形成する様々なつながり及びその活動」としてはどうか。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

◆ 第６号：参画について  

その他  

参画の定義に係る逐条解説の記述について、「政策等」の「等」

の内容を追記してはどうか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

将来にわたり、公共の福祉の「増進」を図っていく必要がある

ことから、現行のとおりで良いと考える。 

制定時の考えやこれまでの検証の経過等を踏まえ、現行のとお

りで良いと考える。 

より分かりやすい記述となるよう、逐条解説の内容を充実する

ことが望ましいと考える。 
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◆ 第７号：協働の定義について  

見直した方が良い  

協働の定義（第２条第７号）と、基本理念（第３条）の記述が重

複しているのではないか。行政における一般的な定義を記述すると

いう趣旨で「まちづくりに関わる様々な団体及び個人が相互に尊重

し合い、対等な立場で協力し、活動すること」としてはどうか。  

現行のとおりで良い  

第２条第７号と第３条との記述の重複について、第２条第７号は

あくまでも言葉の定義として当該文言の考え方を規定するもので

あり、第３条の基本理念とは異なるのではないか。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

◆ その他の意見 

定義については過去から議論されて定められたものであり、大き

な変化がない中で見直すことには疑問がある。 
 

⑸ 第３条（基本理念）の検証 

現行条文 

（基本理念） 

第３条  市民がまちづくりの主役であることを基本に、市民、議会及

び行政は、それぞれの役割と責務を果たしながら協働してまちづく

りに取り組むものとする。 
 

◆ 市民検討委員会で議論された「熟議」について 

その他  

市民検討委員会『最終報告書』の基本理念における「熟議」の文

言は極めて重要であり、文言の重みを踏まえ、行政は業務をどう改

善していくことができるのか、常に考えて行動する必要がある。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

第２条各号の定義は当該文言の考え方を規定するものであり、

第３条の基本理念とは異なるものであることから、現行のとおり

で良いと考える。 

４つの視点から検証して、現行のとおりで良いと考える。  
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第２章 協 働 

⑹ 第４条（市民相互の協働）の検証 

現行条文 

（市民相互の協働）  

第４条 市民は、市民相互の協働を推進するため、交流の場等を持ち、

相互に尊重し合いながら、まちづくりに努めるものとする。  

２ 市民は、市民相互の協働により、身近な地域社会の実情に応じ、

自主的で自立的なまちづくりに努めるものとする。  

 

◆ 第１項：「交流の場等」について  

見直した方が良い  

「交流の場等」の記述について、デジタル化の進展等を踏まえ、

例えば「交流の場とシステム」とするなど、より幅広い表現として

はどうか。 

その他  

「交流の場等」にはオンラインも含まれると考えられ、その旨を

逐条解説に記述してはどうか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

◆ 第２項：「協創」の追記について  

見直した方が良い  

「自主的で自立的なまちづくり」の記述について、寝屋川市らし

さを表現するために、前文にある「協創」の文言を追記してはどうか。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

条文は現行のとおりとした上で、今後デジタル化の進展も踏ま

えたオンラインによる交流の広がり等について、逐条解説に追記

することが望ましいと考える。 

「協創」の法令用語としての成熟性等を考慮し、現行のとおり

で良いと考える。 
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⑺ 第５条（市民と行政の協働）の検証 

現行条文 

（市民と行政の協働） 

第５条 市民と行政は、それぞれの立場及び役割を認め合い、相互に

連携し、信頼及び協働関係を築くものとする。  

２ 行政は、協働を推進するため、市民との交流の場の設定に努める

ものとする。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

⑻ 第６条（安全・安心の向上）の検証 

現行条文 

（安全・安心の向上） 

第６条 市民は、自然災害、犯罪等に備え、自己の安全の確保及び市

民相互の協働による安全の確保に努めるものとする。  

２ 行政は、自然災害、犯罪等から市民の生命、身体及び財産を守る

ため、防災力、防犯力等の強化を図り、市民生活の安全・安心の向

上に取り組まなければならない。  

 

◆ 第１項・第２項： 

「健康危機」及び「健康危機対応力」の文言の追記について 

 

 

 

 

◆ 第６条各項について  

見直した方が良い  

第６条各項について、第１項は市民相互の協働を規定しているた

め第４条の第３項として、第２項は市民と行政の協働の趣旨を追記

した上で、第５条の第３項として規定してはどうか。  

４つの視点から検証して、現行のとおりで良いと考える。 

 
 

調 整 中  
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現行のとおりで良い  

第６条の規定は特に重要であるため別建てにしていると考えら

れ、現行のとおりで良いと考える。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

⑼ 第７条（透明性の確保等）の検証 

現行条文 

（透明性の確保等）  

第７条 行政は、市民と情報を共有して透明性を確保しなければならない。 

２ 行政は、市民の市政に関する意見、要望、提案等に対して、誠実

に応答しなければならない。  

３ 行政は、政策等の立案、実施及び評価について、経過、内容、効

果等をわかりやすく説明しなければならない。  

◆ 第１項：情報発信等について  

見直した方が良い  

○ 積極的な情報発信は、行政・議会に求められる姿勢であり、行政

の検証報告書の意見４のとおり、第１項を「行政は、必要な情報を

市民に分かりやすく、かつ、積極的に発信し、透明性を確保しなけ

ればならない。」に変更してはどうか。  

○ 逐条解説13ページ「情報には、・・・市民が持っている情報もありま

す。地域課題の解決に向けて、それぞれが持っている情報を互いに共有

し、・・・」とあり、これに適した条文となるよう、「市民は、地域情

報の相互共有に努めるものとする。」と追記してはどうか。 

現行のとおりで良い  

情報共有と情報発信は異なる。意見４には「必要な情報を・・・

発信し」とあるが、「必要な」という言葉が入ると、情報を選ばざ

るを得なくなる。「情報を共有して」の文言が適当ではないか。  

 

「安全・安心の向上」は極めて重要な規定であり、本条項追加

時の検討の経緯等を考慮し、現行のとおりで良いと考える。 
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＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

⑽ 第８条（情報公開）の検証 

現行条文 

（情報公開） 

第８条 行政は、市民の市政に関する知る権利を保障するため、情報

の公開を推進しなければならない。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

⑾ 第９条（個人情報の保護）の検証 

現行条文 

（個人情報の保護）  

第９条 行政は、個人の権利利益の保護及び基本的人権の擁護のため、

個人情報を適正に取り扱わなければならない。  

◆ 改正個人情報保護法への対応について  

 

 

 

 

 

 

⑿ 第10条（市民活動の尊重等）の検証 

現行条文 

（市民活動の尊重等） 

第 10 条 行政は、市民活動の自主性・自律性を尊重し、必要に応じて

適切に支援するよう努めるものとする。  

行政の検証経過等を踏まえ、現行のとおりで良いとした上で、逐

条解説において、「積極的な情報発信」の趣旨を追記することが

望ましいと考える。 

４つの視点から検証して、現行のとおりで良いと考える。 

 

改正法の趣旨を踏まえ、  

本条例の改正の必要性について整理中  
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◆ 第７条から第 10 条が第２章協働に規定されていることについて 

見直した方が良い  

第７条から第 10 条までが、第２章協働に規定されていることに

違和感がある。新たな章として規定した方が分かりやすい構成とな

るのではないか。 

現行のとおりで良い  

第７条から第９条までは協働と関連性のある事項が書かれてお

り、第２章の規定で良いと考える。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

⒀ 第11条（市民参画の推進）の検証 

現行条文 

（市民参画の推進）  

第 11 条 行政は、市政運営に、市民が公平に参画できる機会を確保す

るものとする。 

２ 行政は、市民参画での意見、提案等について検討し、市政に反映

するよう努めるものとする。 

 

◆ 市民参画の機会の確保、充実について  

その他  

市民の市政運営への参画の機会を確保し、機会の充実を図ること

が本来の目的であり、政策立案に当たって市民に意見を聴く機会な

どの取組について、逐条解説の内容を充実させてはどうか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

 

いずれの条文も、協働を行う上で、行政が基本的に備えなけれ

ばならない内容を規定するものであることから、現行のとおりで

良いと考える。 

「審議会等への参画」に係る記述など、市民参画に係る逐条解

説の記述を充実させることが望ましいと考える。  
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第３章 市 民 

⒁ 第12条（市民の役割及び責務）の検証 

現行条文 

（市民の役割及び責務）  

第 12 条 市民は、自己の発言及び行動に責任を持ち、まちづくりに参

画する権利を有する。 

２ 市民は、市民活動の役割を認識し、それを守り、かつ、育てるよ

う努めるものとする。 

 

◆ 見出し：「権利」の追記について 

 

 

 

 

◆ 第２項：「市民活動の役割」について 

見直した方が良い  

住民自治の理念が市民活動に含まれていることを踏まえ、「まち

づくりの主役として市民活動の役割を認識し、」と追記してはどう

か。 

その他  

○ 市民が主役である趣旨は理解したが、本条例の中にその表現が少

ないと感じる。 

○ 「市民活動の役割」について、逐条解説 18 ページでは「重要な

役割」などの記述にとどまっているが、具体的にどのような役割を

果たしているかなどを記述してはどうか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

「市民がまちづくりの主役であること」は、本条例の前文及び

第３条に規定されており、条例全体としてうたっていることか

ら、条文は現行のとおりとした上で、市民活動が果たす具体的な

役割について、逐条解説に追記することが望ましいと考える。  

 
 

調 整 中  
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第４章 議 会 

⒂ 第13条（議会の役割）の検証 

現行条文 

（議会の役割） 

第 13 条 議会は、様々な意見、寝屋川市の状況等を踏まえ、施策の決

定に関わり、市政の監視及びけん制を行う。  

２ 議会は、条例の制定及び改廃、予算の決定並びに決算の認定を議

決する等の権限を有する。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

⒃ 第14条（議会の責務）の検証 

現行条文 

（議会の責務） 

第 14 条 議会は、市民の意思が市政に反映されるよう調査し、監視す

る機能を果たすものとする。  

２ 議会は、市民にわかりやすく開かれた議会運営に努めるものとす

る。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

⒄ 第15条（市議会議員の役割及び責務）の検証 

現行条文 

（市議会議員の役割及び責務）  

第 15 条 市議会議員は、市民の代表として、常に自己研鑽に努め、市

政への提案、提言等、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。  

４つの視点から検証して、現行のとおりで良いと考える。 

４つの視点から検証して、現行のとおりで良いと考える。 
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◆ 市議会議員の法令順守等について  

その他  

○ 近年、全国的に議員の不祥事等が起きていることから、逐条解

説に、市議会議員の法令遵守や政治倫理について追記してはどう

か。 

○ 本条例は、“みんなのまち”寝屋川をつくる決意を述べるもの

であり、市議会議員の法令遵守や政治倫理について記述すること

は、趣旨が異なるのではないか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

本条例の趣旨等を踏まえ、現行のとおりで良いと考える。 
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第５章 行 政 

⒅ 第16条（市長の役割及び責務）の検証 

現行条文 

（市長の役割及び責務）  

第 16 条 市長は、社会経済情勢及び市民ニーズの変化に対応し、公正

かつ誠実に職務を遂行するものとする。  

２ 市長は、職員を適切に指揮監督するとともに、組織の改革に取り

組むものとする。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

⒆ 第17条（行政の役割及び責務）の検証 

現行条文 

（行政の役割及び責務） 

第 17 条 行政は、前例にとらわれることなく、組織及び財政の運営、

人材の活用等の改革に努め、効果的に施策を遂行するものとする。  

２ 行政は、効率的で機能的な組織とし、市民サービスを総合的に提

供するものとする。  

３ 行政は、職員の資質の向上及び人材の育成に取り組むものとする。 

 

◆ 第２項：「効率的で機能的な組織」について 

見直した方が良い  

平成 29 年度の検証で「「効率的で機能的な組織」に組織間の連

携・協力に関する事項は含まれると考えられる」との議論があるが、

文章中に「組織横断的な調整を図り、」と追記してはどうか。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

国や地方行政において各組織間の連携や協力が従前から行われ

ている中で、「効率的で機能的な組織」と表現してきた経緯等を

踏まえ、現行のとおりで良いと考える。 

４つの視点から検証して、現行のとおりで良いと考える。 
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⒇ 第18条（職員の役割及び責務）の検証 

現行条文 

（職員の役割及び責務）  

第 18 条 職員は、全体の奉仕者としての自覚を持ち、市民の信頼をよ

り一層得るよう努めるものとする。  

２ 職員は、公正かつ誠実に、また創造性を発揮して効率的に職務を

遂行するものとする。 

３ 職員は、知識の習得、技能の向上等自己研鑽に取り組むものとす

る。 

 

◆ 第２項：「効率的」の記述について 

見直した方が良い  

制定時における市職員数の抑制や行財政改革を背景に規定した

ものであり、現在は成果をも重視すべきであることから、「効果的」

の文言を追記してはどうか。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

 

◆ 第３項：「自己研鑽」について 

その他  

「知識の習得、技能の向上」について、今後の職務内容は、単純

作業がＡＩに置き換わり、また、中核市においては政策法務が重視

されることなど、逐条解説の内容の充実が必要ではないか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

第 17 条第１項に「効果的」と規定されているとおり、行政組

織として「効果」を出していくという趣旨であり、第 18 条第２

項はそれを具現化するために職員には効率性が求められている

という規定であるため、現行のとおりで良いと考える。 

デジタル技術を活用した職務遂行など、時代背景に応じた記述

となるよう逐条解説の内容を充実することが望ましいと考える。 
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(21) 第19条（市政運営）の検証 

現行条文 

（市政運営） 

第 19 条 行政は、寝屋川市の将来の発展を図るため、総合計画に基づ

き、計画的に市政運営に当たらなければならない。  

２ 前項の総合計画においては、議会の議決を経て、総合的かつ計画

的な市政運営を図るための基本構想を定めるものとする。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

(22) 第20条（財政運営）の検証 

現行条文 

（財政運営） 

第 20 条 行政は、健全で持続可能な財政運営に取り組まなければなら

ない。 

２ 行政は、予算編成、執行、決算その他の財政運営に関する情報を

わかりやすく公表しなければならない。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

(23) 第21条（行政評価）の検証 

現行条文 

（行政評価） 

第 21 条 行政は、市民サービスの向上を図るため、施策等の必要性、

効率性、成果等について検証し、その評価結果を公表しなければな

らない。 

 

４つの視点から検証して、現行のとおりで良いと考える。 

４つの視点から検証して、現行のとおりで良いと考える。 
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◆ 「市民サービス」について 

見直した方が良い  

○ 行政としての目的は市民満足度の向上であるため、「市民サービ

ス」を「市民満足度」に変更してはどうか。  

○ 現行の規定では効果を重視していないように見える。「市民満足

度（の向上）」を追記することで、より上を目指すという趣旨が明

確になるのではないか。  

現行のとおりで良い  

○ 「市民満足度」を測ることが困難な業務も多くある。  

○ 「市民満足度」とするとそれを測る別の取組が必要になる。  

また、本条項は、市民サービスの向上という目的だけでなく、ど

のように市民福祉が向上したかを検証する規定となっている。  

○ 「市民満足度」は大事だが、法令用語としての適切さについて  

整理が必要。「評価結果」として満足度を示すことで良いのではな

いか。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

(24) 第22条（行政手続）の検証 

現行条文 

（行政手続） 

第 22 条 行政は、行政手続を適正に行い、市政運営における公正の確

保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に努めなければ

ならない。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

行政評価として「市民満足度」を明確に把握できない場合があ

ることや、法令用語としての適切性等を考慮し、現行のとおりで

良いと考える。 

４つの視点から検証して、現行のとおりで良いと考える。 
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(25) 第23条（法令遵守）の検証 

現行条文 

（法令遵守） 

第 23 条 行政は、厳に法令を遵守し、公正な職務の遂行に当たらなけ

ればならない。 

◆ 職員の法令順守義務について  

その他  

逐条解説に職員の法令遵守義務が記述されているが、市議会議員、

市長又は職員の各条項に「公正かつ誠実」な職務遂行について規定

されているので、不要ではないか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

(26) 第24条（国、他の自治体等との連携）の検証 

現行条文 

（国、他の自治体等との連携） 

第 24 条 行政は、国、他の自治体等と対等・協力関係のもとで連携を

図り、共通する課題の解決に努めるものとする。  

◆ 「連携」の相手方について  

 

 

 

 

◆ 主体的な判断・対応について  

見直した方が良い  

逐条解説に記載されている「国の見解や解釈に頼らず、主体的に

判断していかなければなりません」という前提が、条文からは読み

取れないため、丁寧に記述してはどうか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

他の条項との整合性等を考慮しつつ、逐条解説の記述を整理す

ることが望ましいと考える。 

本条例は地方分権一括法の施行後に制定されており、地方の自

主的・主体的な判断・対応を基本とした上で、本規定が設けられ

ていることを踏まえ、現行のとおりで良いと考える。 

 
 

調 整 中  
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第６章 条例の実効性の確保等  

(27) 第25条（この条例の位置付け）の検証 

現行条文 

（この条例の位置付け） 

第 25 条 この条例は、寝屋川市における自治の基本的な理念及び原則

を定める規範であって、市民、議会及び行政は、この条例に規定す

る事項を誠実に遵守しなければならない。  

２ 議会及び行政は、市政運営並びに他の条例、規則等の制定、改廃

及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。 

 

◆ 本条例の最高規範性等について  

見直した方が良い  

本条例が他の条例制定・改廃などの際に最も尊重するべき条例で

あることの証になるよう、「尊重しなければならない」の前に「最

大限に」と追記してはどうか。  

現行のとおりで良い  

○  条例の最高規範性という位置付けをいかに表現するかというこ

れまでの検証の中で、文末を「しなければならない」とした経過が

ある。したがって、「最大限に」と更に追記することについては、

慎重に考えた方がよいのではないか。  

○ 本条例が最高規範性を有していることについては、過去の議論等

において確認されており、条文については現行のとおりで良いと考

える。 

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

◆ その他の意見 

○ 本条例の内容を市民に積極的に周知する取組が必要である。  

現行の規定においても、他の条例案の検討に当たっては本条例を尊

重し、整合を図ることとしていることから、条文は現行のとおりとし

た上で、逐条解説の記述内容を充実することが望ましいと考える。 
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○ 日常生活で本条例を見知る機会が少なく感じる。 

○ 情報の発信については、受け手にどう見てもらうか、伝えるかが

大事であり、伝え方の創意工夫が必要である。  

 

(28) 第26条（住民投票制度）の検証 

現行条文 

（住民投票制度） 

第 26 条 市政に係る重要事項について、直接、住民の意思を確認する

必要が生じたときは、住民投票制度を設けることができる。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

(29) 第27条（条例の検証）の検証 

現行条文 

（条例の検証） 

第 27 条 市長は、この条例の内容について、この条例の施行の日から

５年を超えない期間ごとに、この条例の趣旨にのっとって検証を行

い、必要があると認めるときは、所要の措置を講じるものとする。  

 

◆ 検証期間について 

見直した方が良い  

デジタル化・グローバル化の進展、あるいはコロナ禍を意識して

いるのであれば、もっと早く、例えば３年で検証するなどしてもよ

いのではないか。 

 

現行のとおりで良い  

「５年を超えない期間」について、予算や計画行政といった観点

を踏まえると、一定、妥当な期間であると考える。  

４つの視点から検証して、現行のとおりで良いと考える。 
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＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

◆ 検証の形骸化について 

その他  

○ 行政の検証報告書の検証結果７に記載されている「検証の形骸

化」を防ぐために、逐条解説において、「検証の形骸化を防ぐ手立

てを講じなければならない」など記述すべきである。  

○ 検証の形骸化については懸念されるところであり、次回の検証時に

は、本条例の実効性確保に関わる資料の提示などを検討して欲しい。 

○ 行政における条例の検証時期を早めるなど、検証の在り方につい

て検討が必要ではないか。  

＜検証委員会としての意見＞ 

 

 

 

 

◆ その他の意見 

○ 条例の検証・見直し後の市民への周知はどのように行うのか。  

また、市の施策を周知する際、本条例の抜粋や引用など、関連性

を示すことはあるのか。いずれにしても、本条例の積極的な周知が

必要である。 

○ 周知に当たっては、広報誌はもちろん、アプリ・ＳＮＳと組み合

わせた手法を検討する。個別施策との関連の提示は難しいが、本条

例の理念にのっとりいずれの施策も実施している。情報発信力に関

する指摘もあったが、今後も積極的に市民に分かりやすい周知方法

を検討していく。 

 

条例検証の期間（５年を越えない期間）については、現状にお

いては一定妥当であると判断されることから、現行のとおりで良

いと考える。 

今後の検証が形骸化することのないよう、検証方法の工夫が必

要であること等について、逐条解説の記述を充実することが望ま

しいと考える。 
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４ 寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会開催状況 

 

 日 程 ・ 場 所 会 議 内 容 

第１回 
令和４年７月 14 日（木） 

市役所議会棟４階第一委員会室 

○委員長及び副委員長の選出 

○会議公開の可否 

○寝屋川市みんなのまち基本条例の検証

方法 

第２回 
令和４年８月４日（木） 

市役所議会棟４階第一委員会室 

○第１回委員会を踏まえた確認事項 

・スケジュール 

・近年の主な社会変化・課題の整理 

○条文の検証（前文から） 

第３回 
令和４年８月 12 日（金） 

市役所議会棟４階第一委員会室 

○第２回委員会における検証内容 

○条例の検証（第１条から） 

第４回 
令和４年８月 18 日（木） 

市役所議会棟４階第一委員会室 

○第３回委員会における検証内容 

○条例の検証（第 11 条から） 

第５回 
令和４年８月 25 日（木） 

市役所議会棟４階第一委員会室 

○第４回委員会における検証内容 

○条例の検証（第 25 条から） 

○これまでの振り返り（「引き続き検討」

事項の検討等） 

第６回 
令和４年９月 22 日（木） 

市役所議会棟４階第一委員会室 

○寝屋川市みんなのまち基本条例検証結

果提言書（案）の確認 

（これまでの振り返り） 

第７回 
令和４年 10 月 20 日（木） 

市役所議会棟４階第一委員会室 

○寝屋川市みんなのまち基本条例検証結

果提言書（案）の確認 

（これまでの振り返り） 
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５ 寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会委員名簿 

（敬称略） 

計 11 人 

№ 氏 名 所 属  等 区 分 備 考 

１ 新川 達郎 同志社大学 名誉教授 
第１号委員 

学識経験者 
委 員 長 

２ 上野山 裕士 摂南大学学長付 講師 
第１号委員 

学識経験者 
副委員長 

３ 板東 敬治 ねやがわ未来議員団 
第２号委員 

寝屋川市議会議員 
 

４ 村上 順一 公明党市会議員団 
第２号委員 

寝屋川市議会議員 
 

５ 福田 篤志 大阪維新の会議員団 
第２号委員 

寝屋川市議会議員 
 

６ 辻 延江 公募 
第３号委員 

公募による市民 
 

７ 水野 昌代 公募 
第３号委員 

公募による市民 
 

８ 邨川 圭子 公募 
第３号委員 

公募による市民 
 

９ 杉本 達也 

理事（経営企画部･総務部担当、

市民サービス･働き方改革担当）

兼経営企画部長兼市長室長 

第４号委員 

寝屋川市職員 
 

10 木場 富士夫 総務部長 
第４号委員 

寝屋川市職員 
 

11 三宅 章介 

市民活動部長兼市民活動振興室長 

社会教育部部長（文化スポーツ室

担当） 

第４号委員 

寝屋川市職員 
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６ 寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会規則 

平成 29 年４月１日 

規則第 22 号 

改正 令和元年９月 17 日規則第 12 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例（昭和 39

年寝屋川市条例第 27 号）第３条の規定に基づき、寝屋川市みんなのまち

基本条例検証委員会（以下「委員会」という｡)の組織及び運営に関し必

要な事項を定めるものとする。  

（組織） 

第２条 委員会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命す

る。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 寝屋川市議会議員 

⑶ 公募による市民 

⑷ 寝屋川市職員 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、委員となった日の属する年度の末日までとする。  

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（委員長及び副委員長）  

第４条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。  

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれらを定める。  

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けた

ときは、その職務を代行する。  

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。  

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。 
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３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。  

（資料の提出等の要求）  

第６条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるとき

は、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協

力を求めることができる。  

２ 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるとき

は、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼すること

ができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、経営企画部企画一課において処理する。  

（委任） 

第８条 この規則の施行について必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

附 則 

この規則は、平成 29 年４月１日から施行する。  

附 則（令和元年規則第 12 号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年 10 月 17 日から施行する。 
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